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業績連動型株式報酬制度の継続および追加拠出に関するお知らせ 

 

当行は、2026 年６月 25 日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役、社外

取締役を除く。）および執行役員（以下、併せて「取締役等」という。）を対象に 2016 年度より導

入している業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を継続することおよび本制度に対

する金銭の追加拠出について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．本制度の概要および目的 

本制度は、当行の取締役等を対象に、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を

高めることを目的として、業績目標の達成度および役位に応じて、当行株式およびその換価処

分金相当額の金銭の交付および給付を行う業績連動型の株式報酬制度です。本制度で採用して

いる役員報酬ＢＩＰ信託（以下「本信託」という。）の信託期間の延長を行うほかは、後述の「（ご

参考）本制度の内容」に変更ありません。 

 

２．追加信託の理由 

  本制度の継続に伴い、新たに対象期間中に交付することが見込まれる当行株式を取得するた

め、本信託を５年間延長し、株式取得資金を追加拠出することといたします。 

 

●信託契約の変更ならびに追加拠出に伴う内容 

 信託契約日 2016 年８月３日（2026 年６月 29 日に信託変更契約） 

 信託の期間 2016 年８月３日 ～ 2031 年８月 31 日（予定） 

 株式の取得額 702 百万円（予定） 

 株式の取得時期 2026 年７月２日 ～ 2026 年８月 31 日（予定） 

 株式の取得方法 株式市場より取得 

 

  



  

 

（ご参考）本制度の内容 

  第 212 期定時株主総会において株主の皆さまのご承認をいただいた本制度の主な内容は下記

のとおりです。 

項目 内容 

本制度の対象者 ・当行の取締役（監査等委員である取締役

および社外取締役を除く。） 

本制度の対象期間 ・2017年３月31日で終了する事業年度から

2021年３月31日で終了する事業年度まで

の５事業年度 

※信託の継続が行われた場合には、以降の

各５事業年度をそれぞれ対象期間とする 

業績達成条件の内容 ・毎年の当行の業績の目標値（財務指標お

よび非財務指標）に対する達成度に応じて

変動 

制度対象者に交付等が行われる当行株式等

の数 

・信託期間中の毎年一定の時期に、同年３

月31日で終了した事業年度における業績

目標の達成度および役位に応じてポイン

トを付与 

※１ポイントは当行株式１株とし、１ポイ

ント未満の端数は切り捨て。なお、信託期

間中に株式分割・株式併合等の調整を行う

ことが公正であると認められる事象が生

じた場合には、分割比率・併合比率等に応

じた調整を行う 

※2017年10月１日効力発生の株式併合後

は、1ポイントは当行株式0.2株 

本信託に拠出される信託金の上限および年

間付与ポイントの上限（取締役のみ、執行

役員を除く） 

・５事業年度を対象として250百万円 

・１年当たり140,000ポイント 

※2017年10月１日効力発生の株式併合後

は、１ポイントは当行株式0.2株であるこ

とから、１年あたり28,000株に相当 

当行株式の取得方法 ・株式市場から取得 

当行株式等の交付等の時期 ・取締役および執行役員のいずれの地位か

らも退任した時 

 

以上 


